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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-2-1 第 1節 防災知識普及計画 

第 1 基本方針 

  町及び防災関係機関（以下、本節中「防災

関係機関等」という。）は、職員に対して防

災教育を実施するとともに、広く住民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の普

及、徹底を図り、常に防災意識の向上に努め

るものとする。 

  なお、防災知識の普及を図る際には、高齢

者、障がい者等の要配慮者の多様なニーズに

十分配慮するとともに、地域において要配慮

者を支援する体制の整備を図る。 

また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ(LGBT

等)の視点にも配慮する。 

第 1節 防災知識普及計画 

第 1 基本方針 

  町及び防災関係機関（以下、本節中「防災

関係機関等」という。）は、職員に対して防

災教育を実施するとともに、広く住民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の普

及、徹底を図り、常に防災意識の向上に努め

るものとする。 

  なお、防災知識の普及を図る際には、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の

要配慮者の多様なニーズに十分配慮するとと

もに、地域において要配慮者を支援する体制

の整備を図る。 

また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ(LGBT

等)の視点にも配慮することに加え、愛玩動

物の飼養の有無による被災時のニーズの違い

に配慮するよう努める。 
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第 2 防災知識の普及 

 1～3［略］ 

 4 防災文化の継承 

［略］ 

○ 防災関係機関等は、災害の経験や教訓

を次世代に継承していくため、災害に関

する資料を収集・整理・保存し、住民等が

閲覧できるよう公開に努めるとともに、

災害に関する石碑やモニュメント等の持

つ意味を正しく次世代に伝えていくよう

努める。 

5～6 ［略］ 

7 専門家の活用 

○ 県及び町は、各地域において、防災リ

ーダーの育成等、自助・共助の取組が適

切かつ継続的に実施されるよう、水害･土

砂災害・防災気象情報に関する専門家の

活用を図る。 

第 2 防災知識の普及 

 1～3［略］ 

 4 防災文化の継承 

［略］ 

○ 防災関係機関等は、災害の経験や教訓

を次世代に継承していくため、災害に関

する資料を収集・整理・保存し、住民等が

閲覧できるよう公開に努めるとともに、

災害に関する石碑やモニュメント等の自

然災害伝承碑が持つ意味を正しく次世代

に伝えていくよう努める。 

5～6 ［略］ 

7 専門家の活用 

○ 県及び町は、各地域において、防災リ

ーダーの育成等、自助・共助の取組が適

切かつ継続的に実施されるよう、水害･土

砂災害・防災気象情報に関する専門家（気

象防災アドバイザー等）の活用を図る。 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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第 2節 地域防災活動活性化計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 自主防災組織の育成強化 

［略］ 

第 3  消防団の活性化 

○ 町は、地域における消防防災の中核と

して重要な役割を担う消防団の活性化を

推進し、その育成を図るため、地域住民

の理解、支援、協力及び参加を得ながら、

次の事業等を積極的に推進する。 

 

ア 消防団員の確保 

イ 消防団の施設・設備の充実強化 

 

ウ 消防団員の教育訓練の充実強化 

 

エ 報酬・出動手当の引上げ、表彰制度の

充実等による処遇改善 

オ 消防操法競技会、行事等の開催 

カ 青年層、女性層及び公務員の消防団員

への加入促進 

キ 地域防災及び消防団活動に関する広

報活動及び事業所等への協力要請 

ク 消防団総合整備事業等の活用 

第 2節 地域防災活動活性化計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 自主防災組織の育成強化 

［略］ 

第 3  消防団の活性化 

○ 町は、地域における消防防災の中核と

して重要な役割を担う消防団の活性化及

び消防団員がやりがいを持って活動でき

る環境づくりを推進するため、地域住民

の理解、支援、協力及び参加を得ながら、

次の事業等を積極的に推進する。 

 

ア 消防団の車両・資機材・拠点施設の充

実強化 

イ 消防団員の必要な資格の取得など実

践的な教育訓練の充実強化 

ウ 報酬・出動手当の引上げ、表彰制度の

充実等による処遇改善 

エ 競技会、行事等の開催 

オ 青年層、女性層及び公務員の消防団員

への加入促進 

カ 地域防災及び消防団活動に関する広

報活動及び企業等への協力要請 

 第 4 住民等による地区内の防災活動の推進 

［略］ 

第 4 住民等による地区内の防災活動の推進 

［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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第 4節 気象業務整備計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 観測体制の整備等 

［略］ 

第 3 伝達体制の整備等 

［略］ 

第 4 防災知識の普及啓発の実施 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情

報への理解を促進し、公助にとどまらず

自助・共助の場面においても防災気象情

報がより積極的かつ適切に利活用される

ことが災害による被害を最小限にするた

めの有効な手段であることを認識し、関

係機関との協力のもと、防災気象情報の

活用能力の向上を含め、様々な状況下で

住民一人ひとりが自らの判断で危険を回

避し安全を確保する行動をとることを可

能とするための知識の普及啓発を図り、

住民の防災活動を推進する。 

 

ア～イ［略］ 

ウ 実施事項及び実施にあたっての留意事項 

○ 盛岡地方気象台は、平常時からパンフ

レットや映像教材等の広報資料の作成、

ホームページの活用、講演会の開催、講

師の派遣などを行う。 

［略］ 

エ ［略］ 

第 4節 気象業務整備計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 観測体制の整備等 

［略］ 

第 3 伝達体制の整備等 

［略］ 

第 4 防災知識の普及啓発の実施 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情

報への理解を促進し、公助にとどまらず

自助・共助の場面においても防災気象情

報がより積極的かつ適切に利活用される

ことが災害による被害を最小限にするた

めの有効な手段であることを認識し、関

係機関との協力のもと、防災気象情報の

活用能力の向上を含め、様々な状況下で

住民一人ひとりが「我が事」として実感を

もって自らの判断で危険を回避し安全を

確保する行動をとることを可能とするた

めの知識の普及啓発を図り、住民の防災

活動を推進する。 

ア～イ［略］ 

ウ 実施事項及び実施にあたっての留意事項 

○ 盛岡地方気象台は、平常時からパンフ

レットや映像教材等の広報資料の作成、

ホームページや SNS の活用、講演会の開

催、講師の派遣などを行う。 

［略］ 

エ ［略］ 

修正理由 〇所要の修正 
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第 5節 通信確保計画 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 災害時においても通信が途絶しないよう、

通信施設・設備の被災が想定されない場所

への設置、耐震化及びサブシステム化並び

に代替通信手段の確保に努める。 

また、通信施設等が損壊した場合におい

て、迅速に応急復旧ができるよう要員及び

資機材の確保体制を整備する。 

 

 

 

 

 3・4 ［略］ 

第 2 通信施設の整備等 

［略］ 

第 5節 通信確保計画 

第 1 基本方針 

1 ［略］ 

2 災害時においても通信が途絶しないよう、

通信施設・設備の被災が想定されない場所

への設置、耐震化及びサブシステム化並び

に代替通信手段の確保に努めるとともに、

通信施設等が損壊した場合において、迅速

に応急復旧ができるよう要員及び資機材の

確保体制を整備する。 

また、通信が途絶している地域で、部隊

や派遣職員等が活動する場合を想定し、衛

星通信を活用したインターネット機器の整

備、活用に努めるものとする。 

 3・4 ［略］ 

第 2 通信施設の整備等 

［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 
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第 6節 避難対策計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 避難対策の検討 

［略］ 

第 3 避難場所等の整備等 

 1 避難所等の整備 

［略］ 

○ 県及び保健所は、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症の自宅療養者等の被

災に備えて、平常時から、防災担当部局

との連携の下、ハザードマップ等に基づ

き、自宅療養者等が危険エリアに居住し

ているか確認を行うよう努める。また、

町の防災担当課との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検

討・調整を行うとともに、必要に応じ

て、自宅療養者等に対し、避難の確保に

向けた情報を提供するよう努める。 

第 6節 避難対策計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 避難対策の検討 

［略］ 

第 3 避難場所等の整備等 

 1 避難所等の整備 

［略］ 

○ 県及び保健所等は、新興感染症の自宅

療養者等の被災に備えて、災害発生前か

ら、防災担当部局との連携の下、ハザー

ドマップ等に基づき、自宅療養者等が危

険エリアに居住しているか確認を行うよ

う努めるものとする。また、町の防災担

当課との連携の下、自宅療養者等の避難

の確保に向けた具体的な検討・調整を行

うとともに、必要に応じて、自宅療養者

等に対し、避難の確保に向けた情報を提

供するよう努めるものとする。これらの

ことが円滑に行えるよう新興感染症発生

前から関係機関との調整に努めるものと

する。 

  〇 町は、指定緊急避難場所や避難所に愛

玩動物と同行避難した被災者について、

適切に受け入れるとともに、避難所等に

おける愛玩動物の受入状況を含む避難状

況等の把握に努めるものとする。 

 2 ［略］ 

 3 避難場所等の環境整備 
○ 町は、次の事項に留意し、平時から避

難場所等の環境整備に努める。 

ア 住民に各種情報を確実に伝達でき

る通信機材の確保 

イ 非常用電源の確保 

ウ 避難場所等及び周辺道路への案内

標識、誘導標識、誘導灯、誘導ロー

プ、照明設備等の設置 

エ 避難場所等での給水活動を行うた

めのポンプ、浄水器等必要な資機材

の整備 

オ 医療救護、給食、情報連絡等の応急

活動に必要な設備等の整備 

カ 毛布及び暖房器具、暖房施設等の整

備 

キ 高齢者、障がい者等の災害時要援護

2 ［略］ 

 3 避難場所等の環境整備 
○ 町は、次の事項に留意し、平時から避

難場所等の環境整備に努める。 

ア 住民に各種情報を確実に伝達でき

る通信機材の確保 

イ 非常用電源の確保 

ウ 避難場所等及び周辺道路への案内

標識、誘導標識、誘導灯、誘導ロー

プ、照明設備等の設置 

エ 避難場所等での給水活動を行うた

めのポンプ、浄水器等必要な資機材

の整備 

オ 医療救護、給食、情報連絡等の応急

活動に必要な設備等の整備 

カ 段ボールベッド等の簡易ベッド、毛

布、暖房器具、暖房施設等の整備 

キ 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、
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者に配慮した環境の整備 

 

ク プライバシーの確保、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮

した環境の整備 

ケ 避難の長期化に応じた入浴及び洗

濯等の環境の整備 

 

 

妊産婦等の災害時要援護者に配慮

した環境の整備 

ク プライバシーの確保、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮

した環境の整備 

ケ 避難の長期化に応じた入浴及び洗

濯等の環境の整備 
 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇表記の適正化 

〇所要の修正 
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第 7節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第 1  基本方針 

 ［略］ 

○ 県及び町は、大規模な災害発生のおそれ

がある場合、事前に物資調達・輸送調整等

支援システムを用いて備蓄状況の確認を行

うとともに、あらかじめ登録されている物

資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、

物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手

続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の

提供を含め、速やかな物資支援のための準

備に努める。 

 

 

 

 

［略］ 

第 7節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第 1  基本方針 

 ［略］ 

○ 県及び町は、大規模な災害発生のおそれ

がある場合、事前に物資調達・輸送調整等

支援システムを用いて備蓄状況の確認を行

うとともに、あらかじめ登録されている物

資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、

物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手

続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の

提供を含め、速やかな物資支援のための準

備に努める。特に、交通の途絶等により地

域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬

品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよ

う、無人航空機等の輸送手段の確保に努め

るものとし、国はこれを支援する。 

［略］ 

  

 

 

 

 

 

〇 県及び町は、平時から、訓練等を通じ

て、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行

うとともに、災害協定を締結した民間事業

者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認

を行うよう努めるものとする。 

 第 2  町等の役割 

 ［略］ 

第 2  町等の役割 

 ［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 

 

1-2-22 

第 8節 孤立化対策計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 災害時孤立化想定地域の状況 

平成 20 年岩手・宮城内陸地震、平成 23 年

東北地方太平洋沖地震、令和６年能登半島地

震への対応等を踏まえ、孤立化するおそれの

ある地域の状況は次のとおりである。 

1 孤立化の原因として、「集落に通じるアク

セス道路のすべてが損傷、道路への土砂堆

積のおそれがある場合」及び「集落へのア

クセス道路が 1本しかない場合」である。 

2 孤立化想定地域内の状況は次のとおりである。 

［略］ 

○ 自主防災組織への参加が低い状況にあ

る。 

 

 

第 3 孤立化想定地域への対策の推進 

１ 連絡手段の確保 

［略］ 

○ 防災ヘリコプター等による空中偵察に

対し住民側から送る合図とその方法を周

知する。 

2～3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 防災体制の強化 

［略］ 

第 8節 孤立化対策計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 災害時孤立化想定地域の状況 

 

 

 

 

1 孤立化の原因として、「地震・風水害に伴

う土砂災害による道路構造物の損傷、道路

構造物への土砂堆積」が多くを占めている。 

 

2 孤立化想定地域内の状況は次のとおりである。 

［略］ 

○ 自主防災組織の組織率が県全体の組織

率と比べて低い状況にある。 

〇 水、食料等の生活物資を備蓄していない

集落が多い。 

第 3 孤立化想定地域への対策の推進 

１ 通信手段の確保 

［略］ 

○ 防災ヘリコプターやドローン等による

空中偵察に対し住民側から送る合図とそ

の方法を周知する。 

2～3 ［略］ 

 4 備蓄の奨励 

町は、孤立化のおそれがある地域におい

ては、孤立しても住民が支え合い助け合う

ことができるよう、備蓄を推進する。 

また、備蓄に当たっては、水、食料等の生

活物資に加え、非常用電源、簡易トイレ等

の、集落単位での備蓄が望ましいが、まず

は、各家庭において最低３日間、推奨１週

間分程度の水、食料の備蓄の奨励に努める。 

なお、集落単位で備蓄が困難な場合は、

ドローン等による集落外からの物資輸送を

検討する。 

5 防災体制の強化 

［略］ 

修正理由 〇「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況調査」に係るフォロ

ーアップ調査結果を踏まえた修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-2-24 第 9節 要配慮者の安全確保計画 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 実施要領 

1～7 ［略］ 

 

第 9節 要配慮者の安全確保計画 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

 3 町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々

な主体が地域の実情に応じて実施している

状況把握の取組を円滑に行うことができる

よう事前に実施主体間の調整を行うととも

に、状況把握が必要な対象者や優先順位付

け、個人情報の利用目的や共有範囲につい

て、あらかじめ、検討するよう努めるもの

とする。 

第 2 実施要領 

1～7 ［略］ 

 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-38 

第 14節 ライフライン施設等安全確保計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 電力施設 

［略］ 

第 3 ガス施設 

［略］ 

第 4 上下水道施設 

［略］ 

第 5 電気通信施設 

 

  ○ 電気通信業者は、災害時における通信の

確保を図るため、県計画に定めるところに

より、施設、資機材の整備等を図る。 

第 14節 ライフライン施設等安全確保計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 電力施設 

［略］ 

第 3 ガス施設 

［略］ 

第 4 上下水道施設 

［略］ 

第 5 通信施設 

 １ 電気通信設備 

○ 電気通信事業者は、災害時における通信

の確保を図るため、施設、資機材の整備等

を図るとともに、特に、地方公共団体の庁

舎等の重要拠点の通信確保に配慮するもの

とする。 

  ２ 放送施設 

○ 放送局は、災害時における放送の送出

及び受信を確保するため、放送施設・設

備の整備拡充を図るとともに、災害応

急・復旧対策に必要な資機材の整備を図

る。 

(1) 設備の整備 

○ 放送設備、特に放送主系統設備、受配

電設備、非常用発電設備等の防火防災対

策を実施する。 

○ 放送設備等重要な設備については、代

替又は予備の設備を設ける。 

○ 防火設備等を設け、二次災害の発生を

防止する。 

○ 建物、構築物、放送設備等の防災性に

ついて、定期的に自主点検を実施する。 

(2) 放送継続体制の整備 

○ 災害により、放送機、中継回線、演奏

所等に障害が発生し、平常時の運用が困

難になった場合に備え、他の放送系統に

よる臨機の番組変更、常置以外の必要機

器の仮設等、放送を継続できる体制の整

備を図る。 

(3) 防災資機材の整備 

○ 災害応急対策・復旧対策に必要な資機

材の整備、備蓄を図る。 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 

1-2-41 

第 16節 風水害予防計画 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

3 県、町その他の防災関係機関は、風害対策

やその知識の普及啓発を図る。 

4 ［略］ 

第 2 風水害に強いまちづくり 

  ［略］ 

○ 町は、溢水等による災害の発生のおそ

れのある土地の区域について、豪雨、洪

水、高潮、土砂災害等に対するリスクの

評価を踏まえ、風水害に強い土地利用の

推進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

第 3～12 ［略］ 

第 16節 風水害予防計画 

第 1 基本方針 

1・2 ［略］ 

3 県、町その他の防災関係機関は、風水害対

策やその知識の普及啓発を図る。 

4 ［略］ 

第 2 風水害に強いまちづくり 

  ［略］ 

○ 町は、溢水等による災害の発生のおそ

れのある土地の区域について、豪雨、洪

水、高潮、土砂災害等に対するリスクの

評価を踏まえ、風水害に強い土地利用の

推進に努めるものとする。 

〇 県及び町は、渡河部の道路橋や河川に

隣接する道路の流失により、被災地の孤

立が長期化しないよう、洗掘防止や橋梁

の架け替え等の対策を推進するものとす

る。 

第 3～12 ［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-46 

第 17節 土砂災害予防計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 土砂災害発生危険個所の現況 

 ［略］ 

第 3 土地崩壊の災害防止対策 

 ［略］ 

第 4  土砂災害防止対策の推進 

［略］ 

○ 県及び町は、盛土による災害防止に向

けた総点検等を踏まえ、危険が確認され

た盛土について、宅地造成及び特定盛土

等規制法などの各法令に基づき、速やか

に撤去命令等の是正指導を行うものとす

る。 

また、県は、当該盛土について、対策

が完了するまでの間に、町において地域

防災計画や避難情報の発令基準等の見直

しが必要になった場合には、適切な助言

や支援を行うものとする。 

第 17節 土砂災害予防計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 土砂災害発生危険個所の現況 

 ［略］ 

第 3 土地崩壊の災害防止対策 

 ［略］ 

第 4  土砂災害防止対策の推進 

［略］ 

○ 県及び町は、宅地造成及び特定盛土等

規制法に基づく管内の既存盛土等に関す

る調査等を実施し、必要に応じ、把握し

た盛土等について安全性把握のための詳

細調査や経過観察等を行うものとする。

また、これらを踏まえ、危険が確認され

た盛土等について、各法令に基づき、速

やかに監督処分や撤去命令等の行政処分

等の盛土等に伴う災害を防止するために

必要な措置を行うものとする。 

さらに、県は、当該盛土等について、対

策が完了するまでの間に、町において地

域防災計画や避難情報の発令基準等の見

直しが必要になった場合には、適切な助

言や支援を行うものとする。 

 第 5 宅地防災対策 

［略］ 

第 5 宅地防災対策 

［略］ 

1-2-47 第 6  土砂災害警戒情報の発表 

1 目的及び発表機関 

 ○ 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危

険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもお

かしくない状況となったときに、町長の

避難指示や住民の自主避難の判断を支援

するため、対象となる市町村を特定して

警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方

気象台が共同で発表する。 

 

 

 

 

 

第 6  土砂災害警戒情報の発表 

1 目的及び発表機関 

○ 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険

を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしく

ない状況となったときに、町長の避難指示や住

民の自主避難の判断を支援するため、対象とな

る市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、

県と盛岡地方気象台が共同で発表する。町内で

危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキ

クル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で

確認することができる。危険な場所から避難す

る必要があるとされる警戒レベル４に相当。 
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1-2-47 2 発表・解除基準 

 (1) 発表基準 

    大雨警報（土砂災害）が発表されている

場合において、気象庁が作成する降雨予

測に基づく値が１km メッシュごとの監視

基準（土砂災害発生危険基準線）に達した

ときに、県と盛岡地方気象台は、協議の

上、そのメッシュを含む市町村単位で土

砂災害警戒情報を発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱になっ

ている可能性が高くなり、土砂災害の危

険性が現状よりも高いと考えられる場合

は、発表基準を引き下げる。 

 (2) ［略］  

2 発表・解除基準 

 (1) 発表基準 

    大雨警報（土砂災害）発表中に、気象庁

が作成する降雨予測に基づく値が監視基

準（土砂災害発生危険基準線）に達したと

きに、県と盛岡地方気象台は、当該地域を

対象として共同で発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱になっ

ている可能性が高くなり、土砂災害の危

険性が現状よりも高いと考えられる場合

は、発表基準を引き下げる。 

 

 

 (2) ［略］ 

 3 利用に当たっての留意点 

 (1) 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂

災害発生の危険度を、降雨に基づいて判

定し発表するもので、個別の災害発生箇

所・時間・規模等を詳細に特定するもので

はないことに留意する。 

 

 

 

 

(2)～(4) ［略］ 

3 利用に当たっての留意点 

 (1) 土砂災害警戒情報は、降雨から予測可

能な土砂災害のうち、避難指示等の災害

応急対策が必要な土石流や集中的に発生

する急傾斜地崩壊を対象としている。し

かし、土砂災害はそれぞれの斜面におけ

る植生・地質・風化の程度、地下水の状況

等に大きく影響されるため、個別の災害

発生箇所・時間・規模等を詳細に特定する

ことまではできない。 

(2) ～(4) ［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-8 

第 1節 活動体制計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 活動体制 

 ［略］ 

第 3 職員の動員配備体制 

 1～8 ［略］ 

9 指定行政機関等への職員派遣の要請等 

［略］ 

○ 町本部長は、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症対策のため、会議室のレイアウト

の工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等

の執務スペースの適切な空間の確保に配慮す

るものとする。 

第 1節 活動体制計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 活動体制 

 ［略］ 

第 3 職員の動員配備体制 

 1～8 ［略］ 

9 指定行政機関等への職員派遣の要請等 

［略］ 

○ 町本部長は、新興感染症対策のため、会議

室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用な

ど、応援職員等の執務スペースの適切な空間

の確保に配慮するものとする。また、応援職員

等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定

して、応援職員等に対して紹介できる、ホテ

ル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠

点や車両を設置できる空き地など宿泊場所と

して活用可能な施設等のリスト化に努めるも

のとする。 

［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 第 2節 気象予報・警報等の伝達計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

第 3 実施要領 

［略］ 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

（1）気象予報・警報等の種類 

  ［略］ 

  ア ［略］ 

第 2節 気象予報・警報等の伝達計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

第 3 実施要領 

［略］ 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

（1）気象予報・警報等の種類 

  ［略］ 

  ア ［略］ 

1-

3-

22 

イ 情報の種類 

種類 内容 

気
象
に
関
す
る
情
報 

早期注意

情報 

［略］ 

岩手県気

象情報 

気象の予報等につい

て、特別警報・警報・注

意報の発表に先立って

注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報

が発表された後の経過

や予想、防災上の留意点

を解説する場合等に発

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 情報の種類 

種類 内容 

気
象
に
関
す
る
情
報 

早期注意

情報 

［略］ 

岩手県気

象情報 

気象の予報等につい

て、特別警報・警報・注

意報の発表に先立って

注意・警戒を呼びかける

場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後

の経過や予想、防災上の

留意点を解説する場合

等に発表される。 

大雨特別警報が発表

されたときには、その内

容を補足する「記録的な

大雨に関する岩手県気

象情報」が速やかに発表

される。 

大雨による災害発生

の危険度が急激に高ま

っている中で、線状降水

帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続

いているときには、「線

状降水帯」というキーワ

ードを使って解説する

「顕著な大雨に関する

岩手県気象情報」が発表

される。 

大雨・洪水警報や土砂

災害警戒情報等で警戒

を呼びかける中で、重大

な災害が差し迫ってい

る場合に一層の警戒を

呼びかけるなど、気象台

が持つ危機感を端的に

伝えるため、本文を記述

せず、見出し文のみの岩

手県気象情報が発表さ

れる場合がある。 
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記録的短

時間大雨

情報 

［略］ 

土砂災害

警戒情報 

［略］ 

竜巻注意

報 

［略］ 

 

記録的短

時間大雨

情報 

［略］ 

土砂災害

警戒情報 

［略］ 

竜巻注意

報 

［略］ 

 

   

 ウ～オ ［略］ ウ～オ ［略］ 

1-

3-

26 

カ 特別警報の種類と発表基準 

備考１ ［略］ 

備考２ 発表の判断に当たっては、降水量、積雪

量、台風の中心気圧、最大風速等について

過去の災害事例に照らして算出した客観的

な指標を設け、これらの実況及び予想に基

づいて行う。 

カ 特別警報の種類と発表基準 

備考１ ［略］ 

備考２ 過去の災害事例に照らして、指数（土壌

雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、

積雪量、台風の中心気圧、最大風速などに

関する客観的な指標を設け、これらの実況

および予想に基づいて発表を判断する。 

 キ 地震動の警報及び地震情報の種類 

(ｱ) 緊急地震速報（警報） 

○ 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想

された場合又は長周期地震動階級３以上

を予想した場合に、震度４以上が予想さ

れる地域又は長周期地震動階級３以上を

予想した地域に対し、緊急地震速報（警

報）を発表する。日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に

提供する。 

○ 震度６弱以上の揺れを予想した緊急地

震速報(警報)は、地震動特別警報に位置

付けられる。 

キ 地震動の警報及び地震情報の種類 

(ｱ) 緊急地震速報（警報） 

○ 気象庁は、最大震度５弱以上又は長周

期地震動階級３以上の揺れが予想された

場合に、震度４以上又は長周期地震動階

級３以上が予想される地域に対し、緊急

地震速報(警報)を発表する。 

○ 気象庁は緊急地震速報を発表し、日本

放送協会(ＮＨＫ)に伝達する。また、緊

急地震速報は、テレビ、ラジオ、携帯電

話(緊急速報メール機能を含む)、全国瞬

時警報システム(Ｊ-ＡＬＥＲＴ)経由によ

る市町村の防災行政無線等を通じて住民

に伝達される。 

○ 緊急地震速報のうち震度６弱以上又は

長周期地震動階級４の揺れが予想される

場合のものを特別警報に位置付けてい

る。 

1-

3-

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 地震情報の種類と内容 

［略］ 

種
類 

発表基準 内 容 

遠地

地震

に関

する

情報 

［略］ ［略］ 

その

他の

情報 

［略］ ［略］ 

 

 

(ｲ) 地震情報の種類と内容 

［略］ 

種
類 

発表基準 内 容 

遠地

地震

に関

する

情報 

［略］ ［略］ 
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1-

3-

27 

 

北海

道・

三陸

沖後

発地

震注

意情

報 

・北海道の根

室沖から東北

地方の三陸沖

の巨大地震の

想定震源域及

びその領域に

影響を与える

外側のエリア

でモーメント

マグニチュー

ド 7.0以上の

地震が発生し

た場合 

・想定震源域

の外側でモー

メントマグニ

チュード 7.0

以上の地震が

発生した場合

は、地震のモ

ーメントマグ

ニチュードに

基づき想定震

源域へ影響を

与えるもので

あると評価さ

れた場合 

気象庁において一定

精度のモーメントマ

グニチュードを推定

（地震発生後 15 分

～２時間程度）し、情

報発表の条件を満た

す先発地震であると

判断でき次第、内閣

府・気象庁合同記者

会見が開かれ、「北海

道・三陸沖後発地震

注意情報」が発表。 

その

他の

情報 

［略］ ［略］ 

 

   

1-

3-

28 

ク その他 

（消防法に基づくもの） 

種類 通報基準 

火災

気象

通報 

気象の状況が火災の予防上危険で

あると予想され、次の条件に該当す

る場合  

○ 最小湿度 40％以下、実効湿度

65％以下で風速 7m／s以上が 2

時間以上継続する場合  

○ 最小湿度 35％以下、実効湿度

60％以下と予想される場合  

○ 平均風速が 10m／s以上と予

想される場合  

（降雨、降雪中は通報しないこと

もある。） 

ク その他 

（消防法に基づくもの） 

種類 通報基準 

火災

気象

通報 

気象の状況が火災の予防上危険で

あると予想される場合  

(１)通報基準  

盛岡地方気象台が発表する乾燥注

意報及び強風注意報の発表基準 

(２)地域区分 

市町村単位 

(３)通報方法  

盛岡地方気象台は、午前 5時に発

表する天気予報に基づき、翌日午前

9時までの気象状況の概要を気象概

況として毎日午前 5時頃に通報す
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火災

警報 

［略］ 

 

る。なお、予想に変化があった場

合、定時と同様の形式で通報(臨時

通報)する。 

火災気象通報の通報基準に該当又

は該当するおそれがある場合は、見

出しの冒頭に通報区分として「火災

気象通報」と明示し、注意すべき事

項を付加する。 

火災気象通報の通報基準に該当す

る地域・時間帯で降水(降雪を含む)

が予想される場合には、火災気象通

報に該当しないと判断し、見出しの

明示を行わないことがある。 

(４)通報区分  

イ 乾燥注意報→火災気象通報

【乾燥】  

ロ 強風注意報→火災気象通報

【強風】  

ハ 乾燥注意報及び強風注意報→

火災気象通報【乾燥・強風】 

火災

警報 

［略］ 

 

1-

3-

30 

(2)・(3) ［略］ 

(4) 町の措置 

［略］ 

 

 

 

 

 

(5) 県の措置 

［略］ 

○ 防災基本情報の提供にあたり、参考となる

警戒レベルもあわせて提供するものとする。 

［略］ 

(2)・(3) ［略］ 

(4) 町の措置 

［略］ 

 ○ 町長は、気象等の特別警報を受領した、又

は自ら知った場合は、直ちに、その内容を地

域内の住民、団体等に周知させる措置をとる

とともに、その内容を関係機関に通知する。 

［略］ 

(5) 県の措置 

［略］ 

○ 防災気象情報は、警戒レベルを明記の上、

提供するものとする。 

［略］ 

   

理

由 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-3-37 第 4節 情報の収集・伝達計画 

第 1 基本方針 

 1～5 ［略］ 

 

 

 

 

 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

第 4節 情報の収集・伝達計画 

第 1 基本方針 

 1～5 ［略］ 

 6 国、県、市町村及び防災関係機関は、情

報の共有化を図るため、各機関が横断的に

共有すべき防災情報を、総合防災情報シス

テム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよ

う努めるものとする。 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 第 6節 交通確保・輸送計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

第 3 交通確保 

1～4 ［略］ 

5 交通規制 

(1)～(4) ［略］ 

第 6節 交通確保・輸送計画 

第 1 基本方針 

［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

［略］ 

第 3 交通確保 

1～4 ［略］ 

5 交通規制 

(1)～(4) ［略］ 

1-3-54 (5) 緊急通行車両等確認証明書の交付 

○ 県公安委員会は、緊急通行車両又は規

制除外車両の確認を迅速かつ円滑に行う

ため、県、市町村等との協定等により緊

急輸送を行う民間事業者等に対し、緊急

通行車両標章又は規制除外車両標章交付

のための事前届出制度の周知を行う。 

○ 県公安委員会は、あらかじめ緊急通行

に係る業務の実施について、責任を有す

る者から、緊急通行車両の事前届出書又

は規制除外車両の事前届出書を提出さ

せ、審査の上、届出済証明を交付する。 

また、届出済証を交付した車両につい

ては、緊急通行車両事前届出受理簿又は

規制除外車両事前届出受付簿に登載して

おく。 

 

 6 ［略］ 

(5) 緊急通行車両等確認証明書の交付 

○ 県公安委員会は、緊急通行車両又は規

制除外車両の確認を迅速かつ円滑に行う

ため、県、市町村等との協定等により緊

急輸送を行う民間事業者等に対し、あら

かじめ緊急通行車両確認標章又は除外届

出済証の交付を受けることができること

について、周知を行う。 

○ 県公安委員会は、あらかじめ緊急通行

に係る業務の実施について、責任を有す

る者から、規制除外車両の届出書を提出

させ、審査の上、除外届出済証明を交付

する。 

また、除外届出済証を交付した車両に

ついては、規制除外車両事前届出受付簿

に登載しておく。 

 

 6 ［略］ 

   7 交通マネジメント 

○ 東北地方整備局は、応急復旧時に、渋滞

緩和や交通抑制により、復旧活動、経済活

動及び日常生活への混乱の影響を最小限に

留めることを目的に、交通システムマネジ

メント及び交通需要マネジメントからなる

交通マネジメント施策の包括的な検討・調

整等を行うため、「災害時交通マネジメン

ト検討会」を組織する。 

○ 県は、町の要請があったとき又は自ら必

要と認められたときは、国土交通省東北地

方整備局に検討会の開催を要請することが

できる。 

○ 検討会において協議・調整を図った交通

マネジメント施策の実施にあたり、検討会

の構成員は、自己の業務に支障の無い範囲

において構成員間の相互協力を行う。 

○ 検討会の構成員は、平時から、あらかじ

め連携に必要な情報等を共有する。 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-3-84 第 14節 避難・救出計画 

第 1 基本方針 

 1～4 ［略］ 

  

第 14節 避難・救出計画 

第 1 基本方針 

 1～4 ［略］ 

5 町は、指定避難所において貯水槽、井

戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、非常用電源、ガス設備、

衛星携帯電話・衛星通信を活用したインタ

ーネット機器等の通信機器等のほか、空

調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮し

た施設・設備の整備に努めるとともに、避

難者による災害情報の入手に資するテレ

ビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとす

る。また、停電時においても、施設・設備

の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整

備に努めるものとする。 

 

 

1-3-85 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 1～5 ［略］ 

 6 指定避難所の設置、運営 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 1～5 ［略］ 

 6 指定避難所の設置、運営 

 

1-3-91 

(1)  ［略］ 

(2) 指定避難所の運営 

○ 町本部長は、あらかじめ定める避難計

画及び町が作成した指定避難所の設置及

び運営に係るマニュアルに従い、指定避

難所の円滑な運営に努める。この場合に

おいて、町本部長は、指定避難所の生活

環境が常に良好なものとなるよう、保健

師、栄養士等による巡回や岩手県災害派

遣福祉チームの活用を通じて、その状況

把握に努め、必要な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

(1)  ［略］ 

(2) 指定避難所の運営 

○ 町本部長は、あらかじめ定める避難計

画及び町が作成した指定避難所の設置及

び運営に係るマニュアルに従い、指定避

難所の円滑な運営に努める。この場合に

おいて、町本部長は、指定避難所の生活

環境が常に良好なものとなるよう、保健

師、栄養士等による巡回や岩手県災害派

遣福祉チームの活用を通じて、その状況

把握に努め、必要な対策を講じる。 

○ 町本部長は、避難所開設当初からパー

ティションや段ボールベッド等の簡易ベ

ッドを設置するよう努めるとともに、食

事供与の状況、トイレの設置状況等の把

握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。また、避難の長期化等必要に応じ

て、プライバシーの確保状況、入浴施設

設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師、保健師、看護師、管理栄養士

等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の

必要性、食料の確保、配食等の状況、し

尿及びごみの処理状況など、避難者の健

康状態や指定避難所の衛生状態の把握に

努め、栄養バランスのとれた適温の食事

や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水

の確保、福祉的な支援の実施など、必要

な措置を講じるよう努めるものとする。 

［略］ 

 

 

7 ［略］ 

 

7 ［略］ 
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1-3-92 

 

8 避難所以外の在宅避難者等に対する支援 

 

8 避難所以外の在宅避難者等に対する支援 

  〇 町は、在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらか

じめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等

が利用しやすい場所に在宅避難者等の支

援のための拠点を設置すること等、在宅

避難者等の支援方策を検討するよう努め

るものとする。 

〇 町は、やむを得ず車中泊により避難生

活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車

中泊避難を行うためのスペースを設置す

ること等、車中泊避難者の支援方策を検

討するよう努めるものとする。その際、

車中泊を行うに当たっての健康上の留意

点等の広報や車中泊避難者の支援に必要

な物資の備蓄に努めるものとする。 

 

 

1-3-93 

(1) 在宅避難者等の把握 

［略］ 

(2) 在宅避難者等に対する支援 

［略］ 

○ 在宅避難者等に対する広報や情報提

供は、在宅避難者等が適切に情報を得

られるよう、活用する媒体に配慮す

る。 

(1) 在宅避難者等の把握 

［略］ 

(2) 在宅避難者等に対する支援 

［略］ 

○ 在宅避難者等に対する広報や情報提

供は、在宅避難者等が適切に情報を得

られるよう、活用する媒体に配慮す

る。 

  〇 町は、在宅避難者等の支援拠点が設

置された場合は、利用者数、食料等の

必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、

被災者支援に係る情報を支援のための

拠点の利用者に対しても提供するもの

とする。 

○ 町は、車中泊避難を行うためのスペ

ースが設置された場合は、車中泊避難

を行うためのスペースの避難者数、食

料等の必要な物資数等を集約し、必要

に応じ物資の補充等の支援を行うもの

とし、被災者支援に係る情報を車中泊

避難を行うためのスペースの避難者に

対しても提供するものとする。この

際、車中泊避難の早期解消に向け、必

要な支援の実施等に配慮するよう努め

るものとする。 

 9 ［略］ 9 ［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-3-97 第 15節 医療・保健計画 

第 1 基本方針 

 1～6 ［略］ 

 7 県は、大規模災害時に保健医療活動チー

ムの派遣調整、保健医療福祉活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療福

祉活動の総合調整を遅滞なく行うための本

部の整備に努める。 

  

8 ［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 初動医療体制 

 ［略］ 

第 4 傷病者の搬送体制 

 ［略］ 

第 5 個別疾患への対応体制 

 ［略］ 

第 15節 医療・保健計画 

第 1 基本方針 

 1～6 ［略］ 

 7 県は、大規模災害時に保健医療活動チー

ムの派遣調整、保健医療福祉活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療福

祉活動の総合調整を遅滞なく行うためのい

わて災害医療支援ネットワーク（保健医療

福祉調整本部）を設置する。 

 8 ［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 初動医療体制 

 ［略］ 

第 4 傷病者の搬送体制 

 ［略］ 

第 5 個別疾患への対応体制 

 ［略］ 

1-3-103 第 6 災害中長期における医療体制 

1 災害中長期における医療活動 

○ 町本部長は、大規模災害時等、ＤＭＡ

Ｔ撤退後において、避難所における巡回

診療や被災地の病院等の診療のために、

引き続き医療救護班等の派遣が必要であ

る場合は、(一社)気仙医師会、気仙歯科医

師会等関係団体に対し、応援の継続を要

請する。 

 

 

 

 

 

○ 県大船渡地方支部保健医療班長は、災

害医療コーディネーターとともに、被災

地における医療救護班等の活動調整及び

活動支援を行う。 

 

第 6 災害中長期における医療体制 

1 災害中長期における医療活動 

○ 町本部長は、大規模災害時等、ＤＭＡ

Ｔ撤退後において、避難所における巡回

診療や被災地の病院等の診療のために、

引き続き保健医療福祉活動チームの派遣

が必要である場合は、(一社)気仙医師会、

気仙歯科医師会等関係団体に対し、応援

の継続を要請する。 

○ 県本部長は、災害医療コーディネータ

ーとともに、「いわて災害医療支援ネット

ワーク（保健医療福祉調整本部）」を設置

し、災害対策に係る保健・医療・福祉活動

の総合調整を行う。 

○ 県大船渡地方支部保健医療班長は、災

害医療コーディネーターとともに、地域

災害医療対策会議を設置し、被災地にお

ける保健医療福祉活動チームの活動調整

及び活動支援を行う。 

  2・3 ［略］ 

第 7 災害救助法を適用した場合の医療、助産 

 ［略］ 

 2・3 ［略］ 

第 7 災害救助法を適用した場合の医療、助産 

 ［略］ 

修正理由 〇岩手県地域防災計画修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

 第 20節 廃棄物処理・障害物除去計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 1 ［略］ 

 2 し尿処理 

  (1) 処理方法 

［略］ 

  (2) し尿処理用資機材の確保 

第 20節 廃棄物処理・障害物除去計画 

第 1 基本方針 

 ［略］ 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 1 ［略］ 

 2 し尿処理 

(1) 処理方法 

［略］ 

  (2) し尿処理用資機材の確保 

1-3-129 〇 町本部長は、あらかじめ地域内のし

尿処理業者、リース業者等と応援協定

の締結を検討するなど、仮設トイレ、

簡易トイレ、バキュームカー等のし尿

処理用資機材の確保を図る。 

 

［略］ 

〇 町本部長は、あらかじめ地域内のし

尿処理業者、リース業者等と応援協定

の締結を検討するなど、仮設トイレ、

簡易トイレ、トイレカー、トイレトレ

ーラー、バキュームカー等のし尿処理

用資機材の確保を図る。 

［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現  計  画 修  正  案 

1-3-145 第 24節 ライフライン施設応急対策計画 

第 1 基本方針 

1～3 ［略］ 

 

 

 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 ［略］ 

第 24節 ライフライン施設応急対策計画 

第 1 基本方針 

1～3 ［略］ 

4 道路管理者及び上下水道、電力、通信等

のインフラ事業者は、道路と生活インフラ

の連携した復旧が行えるよう、関係機関と

の連携体制の整備・強化を図るものとする。 

第 2 実施機関（責任者） 

 ［略］ 

第 3 実施要領 

 ［略］ 

修正理由 〇防災基本計画修正に伴う修正 
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住田町地域防災計画（原子力災害対策編） 

新旧対照表 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 1節 防災知識普及計画 第 1節 防災知識普及計画 

2-2-1 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

 ○ なお、防災知識の普及を図る際には、放射

線、放射性物質、原子力災害の特殊性を十分

に踏まえるとともに、高齢者、障がい者等の

要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域

において要配慮者を支援する体制の整備を図

る。 

 ○ なお、防災知識の普及を図る際には、放射

線、放射性物質、原子力災害の特殊性を十分

に踏まえるとともに、高齢者、障がい者、外

国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様な

ニーズに十分配慮し、地域において要配慮者

を支援する体制の整備を図る。 

  ○ また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（LGBT 

等）の視点にも配慮する。 

 ○ また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（LGBT 

等）の視点にも配慮することに加え、愛玩動

物の飼養の有無による被災時のニーズの違い

に配慮するよう努める。 

 第 2 防災知識の普及 第 2 防災知識の普及 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

○所要の修正 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 3節 情報の収集・伝達連絡及び通信確保計画 第 3節 情報の収集・伝達連絡及び通信確保計画 

2-2-4 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  1 ［略］  1 ［略］ 

 2 町その他の防災関係機関及び原子力事業者

は、原子力災害時における通信を確保するた

め、災害時においても通信が途絶しないよ

う、通信施設・設備の被災が想定されない場

所への設置、耐震化、耐浪化及びサブシステ

ム化並びに代替通信手段の確保に努める。 

また、通信施設等が損壊した場合に備え、

迅速に応急復旧ができるよう要員及び資機材

の確保体制を整備する。 

2 町その他の防災関係機関及び原子力事業者

は、原子力災害時における通信を確保するた

め、災害時においても通信が途絶しないよ

う、通信施設・設備の被災が想定されない場

所への設置、耐震化、耐浪化及びサブシステ

ム化並びに代替通信手段の確保に努めるとと

もに、通信施設等が損壊した場合に備え、迅

速に応急復旧ができるよう要員及び資機材の

確保体制を整備する。 

  また、通信が途絶している地域で、部隊や

派遣職員等が活動する場合を想定し、衛星通

信を活用したインターネット機器の整備、活

用に努めること。 

 第 2 通報連絡体制の整備 第 2 通報連絡体制の整備 

  ［略］  ［略］ 

 第 3 通信施設・設備の整備等 第 3 通信施設・設備の整備等 

  ［略］  ［略］ 

 第 4 住民等への情報伝達手段の整備 第 4 住民等への情報伝達手段の整備 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正  
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 3節 情報の収集・伝達及び通信情報計画 第 3節 情報の収集・伝達及び通信情報計画 

2-3-7 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

 1 情報の収集・伝達 1 情報の収集・伝達 

 町その他の防災関係機関は、災害時におけ

る緊急事態応急対策を円滑かつ的確に実施す

るため、次に掲げる事項に留意し、災害情報

の収集及び伝達を行う。 

町その他の防災関係機関は、災害時におけ

る緊急事態応急対策を円滑かつ的確に実施す

るため、次に掲げる事項に留意し、災害情報

の収集及び伝達を行う。 

   ［略］   ［略］ 

   ○ 緊急事態応急対策の実施に当たっての重

要な情報をあらかじめ選定し、その情報を

優先的に収集、伝達する。 

  ○ 緊急事態応急対策の実施に当たっての重

要な情報をあらかじめ選定し、その情報を

優先的に収集、伝達する。 

    〇 情報の共有化を図るため、各機関が横断

的に共有すべき防災情報を、総合防災情報

システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約でき

るよう努めるものとする。 

  2 通信情報  2 通信情報 

   ［略］   ［略］ 

 第 2 情報の収集・伝達実施機関（責任者） 第 2 情報の収集・伝達実施機関（責任者） 

  ［略］  ［略］ 

 第 3 情報の収集・伝達実施要領 第 3 情報の収集・伝達実施要領 

  ［略］  ［略］ 

 第 4 電気通信設備等の利用 第 4 電気通信設備等の利用 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正  

 

 


